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   大口町電子計算機運営委員会設置要綱    

 

 （設置） 

第１条 電子計算機の適正な運営を図るため、大口町電子計算機運営委員会（以下

「委員会」という。）を置く。 

 （所掌事務） 

第２条 委員会は、次の事項について審議を行うものとする。 

 (1) 電子計算機処理に係るシステム開発及びその調整に関する重要なこと。 

 (2) 電子計算機処理及びＬＡＮ等の管理運営に関し重要なこと。 

 (3) 情報化の計画及び推進に関し重要なこと。 

 (4) 情報セキュリティに関し重要なこと。 

 (5) その他電子計算機処理及び情報化に関し重要なこと。 

 （組織） 

第３条 委員会は、委員長、副委員長及び委員で組織する。 

２ 委員長は副町長をもって充て、会務を総理する。 

３ 副委員長は総務部長をもって充て、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、

又は委員長が欠けたときはその職務を代理する。 

４ 委員は、次に定める者とする。 

(1) 地域協働部長 

(2) まちづくり部長 

(3) 健康福祉部長 

(4) 建設部長 

(5) 生涯教育部長 

(6) 議会事務局長 

(7) その他委員長が必要と認めた者 

（会議） 

第４条 委員会は、委員長が招集し、議長となる。 

２ 委員会は、構成員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。 
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３ 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決すると

ころによる。 

４ 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者の出席を求めることがで

きる。 

 （調査研究） 

第５条 委員長は、必要に応じ、審議の対象となる事項について研究チームを設置

し、調査研究を行わせることができる。 

 （庶務） 

第６条 委員会の庶務は、総務部行政課において処理する。 

 （その他必要事項） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長

が定める。 

   附 則（平成元年９月３０日訓令第１４号） 

１ この訓令は、平成元年１０月１日から施行する。 

２ 大口町電子計算機導入推進委員会設置要綱は(昭和６２年大口町訓令第１２号)

は廃止する。 

   附 則（平成２年４月２７日訓令第７号） 

 この訓令は、平成２年４月２７日から施行し、改正後の大口町電子計算機運営委 

員会設置要綱の規定は、平成２年４月１日から適用する。 

   附 則（平成４年５月１日訓令第１３号） 

 この訓令は、平成４年５月１日から施行し、改正後の大口町電子計算機運営委員 

会設置要綱の規定は、平成４年４月１日から適用する。 

   附 則（平成５年３月３１日訓令第２２号） 

 この訓令は、平成５年４月１日から施行する。 

   附 則（平成９年３月２６日訓令第２１号） 

 この訓令は、平成９年４月１日から施行する。 

   附 則（平成１２年３月３１日訓令第１４号） 

 この要綱は、平成１２年４月１日から施行する。 
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   附 則（平成１６年１２月６日訓令第６号） 

 この訓令は、告示の日から施行し、平成１５年７月１日から適用する。 

   附 則（平成１９年３月２７日訓令第２号） 

 この訓令は、平成１９年４月１日から施行する。 

   附 則（平成２１年３月２７日 大口町訓令第３２号） 

 この訓令は、平成２１年４月１日から施行する。 

   附 則（平成２５年３月２７日 大口町訓令第４号） 

 この訓令は、平成２５年４月１日から施行する。 

   附 則（平成２７年３月３１日 大口町訓令第１２号） 

 この訓令は、平成２７年４月１日から施行する。 

   附 則（平成２７年１２月１８日 大口町訓令第１９号） 

 この訓令は、公布の日から施行する。 

   附 則（平成３０年３月３０日 大口町訓令第６号） 

 この訓令は、平成３０年４月１日から施行する。 

附 則（令和２年３月３１日 大口町訓令第９号） 

この訓令は、令和２年４月１日から施行する。 

 

 


